
 第３号様式（第６条第１項関係） 

市長 副市長 部長 課長 主幹・副主幹 主査・主査補 班員 

       

付議・報告部課      

平成30年11月21日 

会議結果報告書（行政経営戦略会議） 

１ 日時及び場所 

平成30年11月21日（水）午後1時30分～ 本庁舎3階会議室301 

２ 出席者 

産業振興課 川村課長、西口主査補 

３ 件名 

森林環境譲与税(仮称)の使途について 

４ 会議結果 

■ 案のとおり決定する。 

□ 一部修正の上、決定する。 

□ 継続して検討する。 

□ 案を否決する。 

□ 報告を了承する。 

５ 会議内容 

・国や県から使途の具体的な決まり等は示されているのか。 

⇒法案では、森林の範囲として人工林以外も含む全ての森林の整備等を対象としてお

り、森林環境譲与税(仮称)は目的税ではあるが一般財源のため、目的に沿っていれば

使途を制限するものではないと聞いている。なお、目的税であることから使途の公表

が求められている。 

・平成３１年度当初予算に計上するならば、新しい制度のため、当初予算公表の際に議

会に対し制度の説明をしたほうが良いのではないか。 

⇒関係課で内容等を調整し、当初予算公表の際に説明をする。 

・基金条例について、資料で参考例が示されているが、実際に条例案を作成するときは

白井市としての基金設置の目的を明確にし、具体的に記載したほうが良いのではない

か。 

⇒条例案は、白井市の実情に応じた使途などを具体的に定めていく。 

・制度の趣旨とすれば、本来は公共のためではなく私有林を整備するものではないの

か。 

⇒そのとおりであるが、現状では具体的な整備等の計画はないため、今後、森林所有者

の意向確認等を含めて検討していくこととしている。 

・基金の設置に当たっては、財政課と十分調整しながら進めること。 

備考 会議内容を簡潔に記載すること。 



　第１号様式その１（第４条第４項関係）

年 月 日

件　　　名

現状・課題

目的

対応
方策

論点（決定を
要する事項）

部内会議や
関係課等と
の調整結果
（主な意見・
懸案事項）

■ □ □ □ （

議会説明

市民参加

付議書公表

関係法令等

事業費

関係課

・森林環境譲与税（仮称）の使途について
・基金の設置について

関係課との調整
・農林業センサスでは林業事業者３者となっているが、実態は不明。市内では林業
としての活動が確認できない。
・現在のところ林業関係の支出では千葉県が導入する森林クラウドの使用料。
・公共施設の木材利用については、国産の木材と限定されてしまうとコストが高くつき、
機能性も二の次になってしまう。
・団体補助で費用を使い切ることは困難。
・市民の森等管理で毎年度使い切ることは困難。
・（仮称）谷田・清戸市民の森を整備する際には、まとまった支出が伴う。
推計では約2億　（補助金等除く）

・閣議決定（平成３１年１月予定）
・平成３１年度税制改正：森林環境税及び森林環境譲与税創設
○平成３１年第１回議会：平成３１年度当初予算において歳入及び充当事業費を計上。
○平成３２年第１回議会：基金設置条例の提案、平成３１年度最終補正において、
充当残額を基金への積立金として補正。

項目 有無 方法（時期） 項目 有無 方法（時期）スケジュール

参考情報

森林法、森林経営管理法

産業振興課、財政課、企画政策課、都市計画課（木材等普及啓発実施課）

平成３１年度2663 千円 （うち特定財源 0 千円）

無

公開 非公開 部分非 時限非

条例規則

まで）

無

有 議員全員協議会（H32.1月） 広報・ＨＰ等 無

有 条例制定（H32.3月） 報道発表

平成 30 11 21

付議書（行政経営戦略会議）

部課名 市民環境経済部産業振興課

付議事案

森林環境譲与税（仮称）の使途について

　森林資源の温室効果ガス排出削減や災害防止に向け、市町村による新たな森林整備
やその促進に柔軟に活用できる財源として、次期通常国会において平成３１年度から森林
環境税（仮称）及び森林環境譲与税（仮称）が創設される予定である。森林環境税につい
ては平成３６年度から個人均等割で年額1,000円課税され、譲与税については前倒しで平
成３１年度から、都道府県及び市町村に譲与される予定である。
　譲与税については一般財源であるが、目的税であり国民が負担するものであるため、使
途の公表が予定されている。林地が少なく、林業事業者が過少な都市部の自治体では、
森林整備以外の活用方法も検討しなければならない状況である。考えられる利用方法とし
ては、白井市第５次総合計画で重点戦略として位置づけられている（仮称）谷田・清戸市
民の森の整備や既存の市民の森及び特別保全緑地の管理、里山等管理団体への補助、
公共施設の木質化や木材備品等の購入による木材利用の促進や普及啓発等が考えられ
る。

　森林環境譲与税を有効活用し、みどりを活かしたまちづくりを推進する。

①活用方法（使途）
　原則として、森林クラウドに要する費用及び後期実施計画のみどり活用プロジェクトに位置付けた事
業の財源とする。ただし、後期実施計画事業が決定するまでは森林環境譲与税の目的に合致する範
囲内で、市民の森等の修繕工事など年度に必要な事業に活用することとする。
②基金の設置
　単年度で森林環境譲与税に見合った事業を実施することは困難であることと、使途の明確化が必要
であることから、基金を新設する。
・時期：平成３２年第１回議会（平成３１年度最終補正において、平成３１年度充当事業の執行残額等
を積立金として計上）
・所管課：財政課（森林環境譲与税を所管、また本譲与税が一般財源であるため）














